
第２８号議案 

   専決処分の承認を求めることについて 

 伊奈町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分を

したので、これを報告し、その承認を求める。 
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      提 案 理 由 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部を改正する法律が公布

され、令和５年４月１日から一部施行されることに伴い、緊急に条例を改

正する必要が生じたため、令和５年３月３１日に伊奈町税条例等の一部を

改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定に

より、この案を提出するものである。 

 



専決第２号 

 

     専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条 

第１項の規定により専決処分する。 

   伊奈町税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

令和５年３月３１日 

 

伊奈町長 大 島  清 
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伊奈町税条例の一部を改正する条例 

伊奈町税条例（昭和２９年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

第４６条中「第５号の１５様式」の次に「又は第５号の１５の２様式」

を加え、「によって」を「により」に改める。 

第４８条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２

号の４の２様式」を加える。 

第５０条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２

様式」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第９８条第１項及び第５項並びに第１０１条第１項中「第３４号の２の

５様式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、

「、第６３条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１５項」を「附則第１５条

第１４項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２２項」を「附則第１

５条第２１項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２３項第１号」を

「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第

２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第７項中

「附則第１５条第２３項第３号」を「附則第１５条第２２項第３号」に改

め、同条第８項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２

３項第１号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２４項第２号」を

「附則第１５条第２３項第２号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条

第２６項第１号イ」を「附則第１５条第２５項第１号イ」に改め、同条第

１１項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「附則第１５条第２５項第

１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６項第１号ハ」を

「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５

条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改め、同条

第１４項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２５項

第２号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を

「附則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５

条第２６項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条

第１７項中「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５項
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第３号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を

「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５

条第２６項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条

第２０項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２８項」に改

め、同条第２１項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３２

項」に改め、同条第２２項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条

第３３項」に改め、同条第２３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第

１５条第３８項」に改め、同条第２５項を削り、同条に次の１項を加え

る。 

２５ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

 附則第１０条の３第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則

第７条第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１２項

とし、同条第１０項の次に次の１項を加える。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項

各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。 

 （１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

 （２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 （３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （４） 当該工事が完了した年月日 

 （５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

 附則第１５条の２を削る。 

 附則第１５条の２の２を附則第１５条の２とする。 

 附則第１５条の６第３項を削る。 

附則第１６条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中

「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日

から令和８年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両
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番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第

６項までを削り、同条第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条

第３項」に、「３輪以上のガソリン軽自動車」を「３輪以上の法第４４６

条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項におい

て「ガソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、

「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、「令和５年度分」

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、

「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００

円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」

とあるのは「３，５００円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８

項中「附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該

ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）

中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中

「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」に改め、同項を同条第４

項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」

に改める。 

附則第２５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」

という。」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の伊奈町税条例
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（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令

和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項に

おいて「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第６４条に規定する中

小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得

（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同

条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」と

いう。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項

において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を

引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に

規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース

取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得さ

れたこの条例による改正前の伊奈町税条例附則第１５条の２及び第１

５条の６第３項に規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の改正規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別

割については、なお従前の例による。 
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第２８号議案 参考資料 

 

伊奈町税条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

第１条から第４５条まで 略 第１条から第４５条まで 略 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌

月１０日までに、その徴収した月割額を施行規則第５号の１

５様式            による納入書によって納入

しなければならない。 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌

月１０日までに、その徴収した月割額を施行規則第５号の１

５様式又は第５号の１５の２様式による納入書により 納入

しなければならない。 

第４６条の２から第４７条の６まで 略 第４６条の２から第４７条の６まで 略 

（法人の町民税の申告納付） （法人の町民税の申告納付） 

第４８条 町民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２

１条の８第１項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項

の規定による申告書（第９項、第１０項及び第１２項におい

て「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第３

１項及び第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規

定による納期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては

遅滞なく町長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第

１項後段及び第２項後段の規定により提出があったものとみ

なされる申告書に係る税金を施行規則第２２号の４様式  

第４８条 町民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２

１条の８第１項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項

の規定による申告書（第９項、第１０項及び第１２項におい

て「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第３

１項及び第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規

定による納期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては

遅滞なく町長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第

１項後段及び第２項後段の規定により提出があったものとみ

なされる申告書に係る税金を施行規則第２２号の４様式又は
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          による納付書により納付しなければな

らない。 

第２２号の４の２様式による納付書により納付しなければな

らない。 

２から４まで 略 ２から４まで 略 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３

項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）

に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、

第２項又は第３１項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年

１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の

規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限

前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその

期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金を加算して施行規則第２２号の４様式    

        による納付書により納付しなければならな

い。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３

項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）

に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、

第２項又は第３１項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年

１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の

規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限

前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその

期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金を加算して施行規則第２２号の４様式又は第２

２号の４の２様式による納付書により納付しなければならな

い。 

６から１６まで 略 ６から１６まで 略 

第４９条 略 第４９条 略 

（法人の町民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の町民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 法人の町民税の納税者は、法第３２１条の１２の規

定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当

該通知書の指定する期限までに、施行規則第２２号の４様式

            による納付書により納付しなけれ

第５０条 法人の町民税の納税者は、法第３２１条の１２の規

定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当

該通知書の指定する期限までに、施行規則第２２号の４様式

又は第２２号の４の２様式による納付書により納付しなけれ
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ばならない。 ばならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８

第１項、第２項又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告

納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第

１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長があった場合に

は、その延長された納期限とする。第４項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．

６パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

２ 前項の場合には   、その不足税額に法第３２１条の８

第１項、第２項又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告

納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第

１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長があった場合に

は、その延長された納期限とする。第４項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．

６パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌

日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

３及び４ 略 ３及び４ 略 

第５１条から第９７条まで 略 第５１条から第９７条まで 略 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者

（以下この節において「申告納税者」という。）は、毎月末

日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以

下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税

標準数量に対するたばこ税額、第９６条第１項の規定により

免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けよう

とする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定

により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受

けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者

（以下この節において「申告納税者」という。）は、毎月末

日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以

下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税

標準数量に対するたばこ税額、第９６条第１項の規定により

免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けよう

とする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定

により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受

けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規



４ 

則第３４号の２様式による申告書を町長に提出し、及びその

申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式     

         による納付書によって納付しなければな

らない。この場合において、当該申告書には、第９６条第３

項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの

品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第１６号

の５様式による書類を添付しなければならない。 

則第３４号の２様式による申告書を町長に提出し、及びその

申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式又は第３４

号の２の５の２様式による納付書によって納付しなければな

らない。この場合において、当該申告書には、第９６条第３

項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの

品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第１６号

の５様式による書類を添付しなければならない。 

２から４まで 略 ２から４まで 略 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税

金に係る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限。第１０１条第２項において

同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額に年１４．６パーセント（修正申告書を提出した日まで

の期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第３４号の２の

５様式              による納付書によって

納付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税

金に係る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があった

ときは、その延長された納期限。第１０１条第２項において

同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額に年１４．６パーセント（修正申告書を提出した日まで

の期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第３４号の２の

５様式又は第３４号の２の５の２様式による納付書によって

納付しなければならない。 

第９９条から第１００条の２まで 略 第９９条から第１００条の２まで 略 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８

３条又は第４８４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合

には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額

若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８

３条又は第４８４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合

には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額

若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、



５ 

施行規則第３４号の２の５様式             

 による納付書によって納付しなければならない。 

施行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の５の２様

式による納付書によって納付しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

第１０２条から第１４８条まで 略 第１０２条から第１４８条まで 略 

附 則 附 則 

第１条から第７条の４まで 略 第１条から第７条の４まで 略 

（肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各年度分の個人の

町民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、

第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後に

おいて町民税の納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定

申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載が

ないことについてやむを得ない理由があると町長が認めると

きを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る町

民税の所得割の額を免除する。 

第８条 昭和５７年度から令和９年度までの各年度分の個人の

町民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、

第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後に

おいて町民税の納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定

申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る

租税特別措置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載が

ないことについてやむを得ない理由があると町長が認めると

きを含む。次項において同じ。）は、当該事業所得に係る町

民税の所得割の額を免除する。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

第９条及び第９条の２ 略 第９条及び第９条の２ 略 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３

条又は第６４条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで又は第６

３条     の規定の適用がある各年度分の固定資産税に



６ 

限り、第６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３

４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の

３の２まで、第６３条若しくは第６４条」とする。 

限り、第６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３

４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の

４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の

３の２まで若しくは第６３条     」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第１５条第１５項に規定する市町村の条例で定める

割合は５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域に

おける法附則第１５条第１５項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１）とする。 

３ 法附則第１５条第１４項に規定する市町村の条例で定める

割合は５分の３（都市再生特別措置法（平成１４年法律第２

２号）第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備地域に

おける法附則第１５条第１５項に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１）とする。 

４ 法附則第１５条第２２項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

４ 法附則第１５条第２１項に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２２項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２２項第２号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２３項第３号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２２項第３号に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する市町村の条例で ９ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する市町村の条例で



７ 

定める割合は２分の１とする。 定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１０ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１１ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１１ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１２ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１２ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１３ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１３ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とす

る。 

１４ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１５ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１５ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１６ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１６ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１７ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備につい １７ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備につい



８ 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１８ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１８ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１９ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１９ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備につい

て同号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

２０ 法附則第１５条第２９項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２０ 法附則第１５条第２８項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２１ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２１ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２２ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

２４ 略 ２４ 略 

２５ 法附則第６４条に規定する市町村の条例で定める割合は

零とする。 

 

 ２５ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の１とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け

ようとする者がすべき申告） 



９ 

第１０条の３ 略 第１０条の３ 略 

２から１０まで 略 ２から１０まで 略 

 １１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンショ

ンに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定

する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書

類を添付して町長に提出しなければならない。 

 （１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

 （２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 （３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （４） 当該工事が完了した年月日 

 （５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告

書を提出する場合には、３月以内に提出することができな

かった理由 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１３項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準

適合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１７項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐

震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７



１０ 

条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を

満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

（２） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 （２） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

（３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 （３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 

（４） 耐震改修が完了した年月日 （４） 耐震改修が完了した年月日 

（５） 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助の算定

の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要

した費用 

（５） 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助の算定

の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要

した費用 

（６） 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告

書を提出する場合には、３月以内に提出することができな

かった理由 

（６） 耐震改修が完了した日から３月を経過した後に申告

書を提出する場合には、３月以内に提出することができな

かった理由 

１２ 略 １３ 略 

第１１条から第１５条まで 略 第１１条から第１５条まで 略 

（軽自動車税の環境性能割の非課税）  

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽

自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）

に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０

 



１１ 

月１日から令和３年１２月３１日までの間（附則第１５条の

６第３項において「特定期間」という。）に行われたときに

限り、第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環

境性能割を課さない。 

第１５条の２の２ 略 第１５条の２   略 

第１５条の３から第１５条の５まで 略 第１５条の３から第１５条の５まで 略 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 略 第１５条の６ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する

第８１条の４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定

の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われ

たときに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、

「１００分の１」とする。 

 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定

する車両番号の指定（次項から第８項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第８２条の規定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定

する車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第８２条の規定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 



１２ 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 
 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分   

                の軽自動車税の種別割に

限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該

軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に

限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 
 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 
 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４

６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条

において「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上の

ものに対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽

自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

 



１３ 

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 
 

 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン

軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受ける

ものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

 

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 
 

 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上

の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第８２条の

規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

 



１４ 

場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上

の軽自動車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２

条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１

日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガ

ソリン軽自動車                    

                         （営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法

第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下

この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については                      

                           

                      、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日ま



１５ 

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分 

                    の軽自動車税の

種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

               とする。 

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあ

るのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００

円」とあるのは「３，５００円」とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガ

ソリン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分 

                    の軽自動車税の

種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 

               とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガ

ソリン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用

については                      

                           

                      、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和７年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両

番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあ

るのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００

円」とあるのは「５，２００円」とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

３輪以上の軽自動車が前条第２項から第８項までの規定の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 



１６ 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

第１６条の３から第１７条まで 略 第１６条の３から第１７条まで 略 

（優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る町民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得に係る町民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置

法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この

条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住

宅地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する町民税の所得割の額は、前条第１

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とする。 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置

法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この

条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住

宅地等のための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する町民税の所得割の額は、前条第１

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とする。 

（１） 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下である

場合 当該課税長期譲渡所得金額の１００分の２．４に相

当する金額 

（１） 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下である

場合 当該課税長期譲渡所得金額の１００分の２．４に相

当する金額 

（２） 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超える場

合 次に掲げる金額の合計額 

（２） 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超える場

合 次に掲げる金額の合計額 

ア ４８万円 ア ４８万円 

イ 当該課税長期譲渡所得金額から２，０００万円を控除 イ 当該課税長期譲渡所得金額から２，０００万円を控除



１７ 

した金額の１００分の３に相当する金額 した金額の１００分の３に相当する金額 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度

分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をし

た場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）

に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４

条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったもの

とみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度

分の個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をし

た場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）

に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税の所得割につ

いて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４

条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲

渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったもの

とみなす。 

３ 略 ３ 略 

第１７条の３から第２４条まで 略 第１７条の３から第２４条まで 略 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特

例） 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特

例） 

第２５条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症

等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する

法律（令和２年法律第２５号。次条において「新型コロナウ

イルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指

定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた

当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを

請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する

第２５条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症

等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する

法律（令和２年法律第２５号              

              ）第５条第４項に規定する指

定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた

当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを

請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する



１８ 

指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村

放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲

げる寄附金を支出したものとみなして、第３４条の７の規定

を適用する。 

指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村

放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲

げる寄附金を支出したものとみなして、第３４条の７の規定

を適用する。 

 



第２９号議案 
   専決処分の承認を求めることについて 
 伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとお

り専決処分をしたので、これを報告し、その承認を求める。 
 
  令和５年５月１２日提出 

伊奈町長 大 島  清 
 
 
 
 
 
 
      提 案 理 由 
 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の一部を改正する政令が

令和５年３月３１日に公布され、同年４月１日から一部施行されることに

伴い、緊急に条例を改正する必要が生じたため、令和５年３月３１日伊奈

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自

治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
 



専決第３号 
 
     専 決 処 分 書 
 
 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条 
第１項の規定により専決処分する。 
   伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 
 

令和５年３月３１日 
 

伊奈町長 大 島  清 



   伊奈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
 伊奈町国民健康保険税条例（昭和２７年条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

 第２１条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中

「２８万５，０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万

円」を「５３万５，０００円」に改める。 

 第２２条中「第２４条」を「第２４条第１項」に改める。 

 第２４条第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証

明する書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定

するものをいう。）」に改める。 

 附則第２項中「第２１条第１項」を「第２１条」に、「同条」を「同条

第１項」に改める。 

 附則第３項、第４項、第６項から第９項まで、第１２項及び第１３項中

「第２１条第１項の」を「第２１条の」に改める。 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
 （適用区分） 
２ 改正後の伊奈町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 
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第２９号議案 参考資料 
 

伊奈町国民健康保険税条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

第１条 略 第１条 略 
（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、

世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した次に掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、

世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した次に掲げる額の合算額とする。 
（１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条にお

いて「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下

この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金

（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に

要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

（１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要

する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条にお

いて「国民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下

この条において「後期高齢者支援金等」という。）及び介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金

（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に

要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 



２ 

 

（２） 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

（２） 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
（３） 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者

のうち、介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険

者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。） 

（３） 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者

のうち、介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険

者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。） 
２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が６５万円を超える場合においては、

基礎課税額は、６５万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が６５万円を超える場合においては、

基礎課税額は、６５万円とする。 
３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が２０万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、２０万円と

する。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が２２万円を超える

場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、２２万円と

する。 



３ 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保

険者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１７万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、

１７万円とする。 
第３条から第２０条まで 略 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保

険者である世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１７万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、

１７万円とする。 
第３条から第２０条まで 略 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 
第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項

本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２０万円を超え

る場合には、２０万円）及び同条第４項本文の介護納付金課

税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項

本文の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、

同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２２万円を超え

る場合には、２２万円）及び同条第４項本文の介護納付金課

税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 
（１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に

ついて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け

（１） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得に

ついて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受け
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た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者

（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

た者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について

同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者

（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の

合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１５，９６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１５，９６０円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について６，１６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について６，１６０円 
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について７，５６０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について７，５６０円 
（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び （２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び
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山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）１人につき２８万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）１人につき２９万円     を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１１，４００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１１，４００円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について４，４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について４，４００円 
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について５，４００円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について５，４００円 
（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって
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は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき５２万円     を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき５３万５，０００円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について４，５６０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について４，５６０円 
イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１，７６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について１，７６０円 
ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について２，１６０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介

護納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について２，１６０円 
２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属す

る未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未

就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対

して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属す

る未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を減額して得た額とする。 
（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険 （１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険
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者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 
者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，４

２０円 
ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ３，４

２０円 
イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，７

００円 
イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ５，７

００円 
ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，１

２０円 
ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ９，１

２０円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，４００

円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １１，４００

円 
（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 
ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 １，３

２０円 
ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 １，３

２０円 
イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 ２，２

００円 
イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 ２，２

００円 
ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 ３，５

２０円 
ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 ３，５

２０円 
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，４００円 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
第２２条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその

世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，４００円 
（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２２条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその

世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯
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所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項

に規定する特例対象被保険者等をいう。第２４条   にお

いて同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」

とあるのは「規定する総所得金額（第２２条に規定する特例

対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合

においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第

２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当す

る金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条

第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額

（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所

得が含まれている場合においては、当該給与所得については、

所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１０

０分の３０に相当する金額によるものとする。次号及び第３

号において同じ。）及び」とする。 

所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項

に規定する特例対象被保険者等をいう。第２４条第１項にお

いて同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」

とあるのは「規定する総所得金額（第２２条に規定する特例

対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合

においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第

２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当す

る金額によるものとする。次項において同じ。）」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条

第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額

（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所

得が含まれている場合においては、当該給与所得については、

所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１０

０分の３０に相当する金額によるものとする。次号及び第３

号において同じ。）及び」とする。 
第２３条 略 
（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその

世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務

者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記

載した申告書を町長に提出しなければならない。 
２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇

第２３条 略 
（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその

世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務

者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記

載した申告書を町長に提出しなければならない。 
２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇
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用保険受給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働

省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規定するものをい

う。）その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明

する書類      を提示しなければならない。 
第２５条及び第２６条 略 

用保険受給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働

省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規定するものをい

う。）又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規

定するものをいう。）を提示しなければならない。 
第２５条及び第２６条 略 

附 則 附 則 
１ 略 
（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第

３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である

者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２１

条第１項の規定の適用については、同条   中「法第７０

３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」と

あるのは「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いては、同条第２項第１号の規定によって計算した金額から

１５万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得

金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」とする。 

１ 略 
（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第

３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である

者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２１

条   の規定の適用については、同条第１項中「法第７０

３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」と

あるのは「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所

得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いては、同条第２項第１号の規定によって計算した金額から

１５万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得

金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」とする。 
（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 
（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 
３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当
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所得等を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第

２１条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２１条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」とする。 

所得等を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第

２１条の   規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第２１条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」とする。 
（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得

を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２１条

第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得

を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２１条

の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し
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た金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」とする。 

た金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」とする。 
５ 略 ５ 略 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 
（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 
６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般

株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第５

条、第７条及び第２１条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３

５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般

株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第５

条、第７条及び第２１条の   規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３

５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定
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する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 
（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 
（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 
７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の

上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、

第５条、第７条及び第２１条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の

上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、

第５条、第７条及び第２１条の   規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 
（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 
（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 
８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業

所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、第

５条、第７条及び第２１条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業

所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、第

５条、第７条及び第２１条の   規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林
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所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」とする。 

所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」とする。 
（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 
（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 
９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業

所得又は雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７

条及び第２１条第１項の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第２１条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業

所得又は雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７

条及び第２１条の   規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第２１条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」とする。 
１０及び１１ 略 １０及び１１ 略 
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（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する

場合における第３条、第５条、第７条及び第２１条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額」と、第２１条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利

子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する

場合における第３条、第５条、第７条及び第２１条の    

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額」と、第２１条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 
（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 



１５ 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、 
配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第

７条及び第２１条第１項の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２１条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額」とする。 
１４及び１５ 略 

配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第

７条及び第２１条の   規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２１条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額」とする。 
１４及び１５ 略 

 


